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仮想事例１：⽶国産丸太 
⽇本の⽊材商社である A 社は、継続的に取引のある⽶国の B 社から輸⼊する丸太に対して、以

下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ B 社との取引に際し、樹種、伐採国の情報を確認し、取引書類への記⼊を依頼し
た。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、第三者機関による認証等を取得
している場合は、そのことを証する書類についても、補⾜情報として提供を依頼し
た。 

その結果、商品が届くまでに、以下の①、②の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の HP に掲載された環境関連⽅針の情報を得た。 

① Bill of Lading（船荷証券） 
② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on 

company lands in the United States(SFI の森林管理認証書) 
⼿順 2 「DD ⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類に、

必要な事項が含まれているかを確認した。 
提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「DD ⼿引き」のチェッ

クリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採リスクの評価
を⾏った。 
 全量がダグラスファー（⽶松）であることを確認した。伐採国については、全

量が⽶国産であることを確認した。【チェックリスト２：１（２）（３）】 
 調達した⽊材に対する合法性証明は得られなかった。【チェックリスト２：２】 
 同社との取引において、これまで合法性に関する問題がなかったことを確認し

た。【チェックリスト２：３（２）】 
 調達先は SFI の FM 及び CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３

（３）】 
 調達先より、森林認証取得状況を含む環境関連情報を掲載した HP 情報を取得

した。【チェックリスト２：３（４）】 
 ダグラスファーが⽶国に分布する樹種であり、禁伐となっておらず、違法伐採

の事例がないこと、及び取引された丸太が植林⽊であることを確認した。
【チェックリスト２：５（１）（２）（３）（４）（５）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認できた
と判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①、②の書類を電⼦データとして保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した丸太の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を納品書
に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（⽶国産丸太） 

 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①により、イ〜カの項⽬へチェックした。次に、書類②の SFI 認証の情報により、項⽬キ
をチェックしたが、取引書類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得ら
れなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①、②で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ〜キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 
 
 
 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：B 社 
ウ 伐採国：⽶国 
エ 樹種：ダグラスファー（⽶松） 
オ 品⽬：丸太 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：SFI 認証 
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チェックリスト２（⽶国産丸太） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 
⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価
寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックした。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記載欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。本事例では、⼊
⼿した書類の情報により「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐
採されたことを証明する書類や情報」以外の項⽬をチェックする根拠が得られた。また、取引書
類に認証材である旨の記載はないが、調達先の認証取得に関する情報から、⾃社林での伐採も確
認されたため、その旨を記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報は得られなかったが、その他すべての項
⽬がチェックされ、伐採国が⽶国であり、樹種から考えても違法伐採リスクが低いと判断した。 
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仮想事例１添付資料 
 
① Bill of Lading（船荷証券） 
② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on company lands in the 

United States(SFI の森林管理認証書) 
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① Bill of Lading（船荷証券） 
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② SFI Forest management activities; planning, harvesting, silviculture on company lands in the 
United States(SFI の森林管理認証書) 
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仮想事例２：カナダ産製材 
⽇本の⽊材商社である C 社は、継続的に取引のあるカナダの D 社から輸⼊する製材に対して、

以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ D 社への発注時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び

仕様書/梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 

⼿順 2 「DD ⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の
書類に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「DD ⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 全量がダグラスファー（⽶松）の製材であることを確認した。伐採国に

ついては、全量がカナダであることを確認した。【チェックリスト２：１
（２）（３）】 

 調達した⽊材に対する合法性証明として、PEFC 材であることが確認さ
れた。【チェックリスト２：２（２）】 

 同社との継続的な取引において、これまで合法性に関する問題がなかっ
たことを確認した。【チェックリスト２：３（２）】 

 調達先は PEFC の CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３
（３）】 

 ダグラスファーがカナダに分布する樹種であり、禁伐となっていないこ
とを確認した。【チェックリスト２：５（１）（２）（３）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認
できたと判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類をひとつの簿冊として保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した製材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１(カナダ産製材)  

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①〜③により PEFC 認証材 100％であることが確認されたため、項⽬アをチェックした。
次に、①〜④までの書類に記載されている情報を確認し、イ〜カの項⽬のうち、該当する書類の
種類にチェックした。また、書類⑤の認証書の情報により、項⽬キをチェックした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬ア〜カのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。本事例の場
合、「ウ．伐採国」の項⽬以外は、取引書類に記載された情報により多重的にカバーされていた
ため、整合性を確認する⽬的から根拠となる書類を全て記⼊することは有効と判断した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：PEFC 
イ 輸出者の名称：D 社 
ウ 伐採国：カナダ 
エ 樹種：ダグラスファー（⽶松） 
オ 品⽬：製材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：SAI GLOBAL による森林認証の証明書 
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チェックリスト２（カナダ産製材） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認
し、該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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チェックリスト２における作業の流れ 
⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、「低リスク評価寄与度」の列の該当する項⽬へ
チェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされている場合でも、「中」
の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 
本事例では、⼊⼿した取引書類において合法性の根拠としての認証材である旨が明記されており、
かつ調達先、伐採地、樹種等の情報も網羅されていたことから、その旨を総論に記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 公的な合法性証明書は⼊⼿できなかったが、取引書類に認証材である旨が記載されている。 

また、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」において違法伐採リスクが低
いことも確認されており、「３．取引先」、「５．樹種」の情報も問題ないことから違法伐採リス
クが低いと判断した。 
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仮想事例２添付資料 
 
① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び仕様書/梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 
  



 
 

17 
 

① Order Acknowledgement（注⽂請書） 
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② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Certificate of inspection and specification/Packing list（検査証明書及び仕様書/梱包明細書） 
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④ Bill of Lading（船荷証券） 
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⑤ SAI GLOBAL による森林認証の証明書 

 
 



 
 

22 
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仮想事例 3：オーストリア産製材 
⽇本の⽊材商社である E 社は、継続的に取引のあるオーストリアの F 社から輸⼊する製材に対

して、以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ F 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① Sales confirmation（売買確認書） 
② Invoice（インボイス） 
③ Package specification（パッケージ仕様） 
④ Way Bill（貨物運送状） 
⑤ 調達先の PEFC-CoC の認証書 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 全量が WW（オウシュウトウヒ）であることを確認した。伐採国につい

ては少なくとも⼀部はオーストリアであることを確認したが、全量かは
不明であった。【チェックリスト２：１（4）】 

 調達先はＰＥＦＣの CoC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３
（３）】 

 しかし、調達した⽊材に対する合法性証明は得られなかった。【チェック
リスト２：２】 

 オーストリア以外の伐採国が特定できないため、伐採国に基づく違法伐
採リスクの判断ができなかった。【チェックリスト２：４】 

 樹種名が、WW（オウシュウトウヒ）であることを確認した。【チェック
リスト２：５（１）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できないと評価し、合法性が確
認できなかったと判断した。 

⼿順 3  調達先にヒアリングを⾏い、当該製品の原材料（原⽊）の調達先を確認。
原⽊の伐採地は複数あったが全てオーストリア国内で、調達先による合
法性の確認が⾏われていることを確認。 

 調達先は EU ⽊材規則が施⾏されているオーストリアに所在しているこ
とから、違法伐採⽊材を原材料としているとは考えにくい。 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できると評価し、合法性が確認
できたと判断した。 
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記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類を電⼦データとして保存した。 
販売先へ
の提供 

調達した製材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（オーストリア産製材） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業のながれ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類をチェック 
 書類①〜⑤までの書類に記載されている情報を確認し、イ、エ、オ、カ、キの項⽬において、
該当する書類の種類へとチェックした。 

なお、「キ．補⾜情報」として、調達先事業者の CoC 認証（PEFC）の取得が確認されたが、
取引書類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得られなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 

本事例では、製材がオーストリアで⾏われたことがわかったが、伐採国⼜は地域の情報なかっ
たことを記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ、エ、オ、カ、キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。
本事例の場合、「ア．合法性の証明」と「ウ．伐採国」が取得された書類によりカバーされな
かったが、「キ．補⾜情報」が得られたことを記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：F 社 
ウ 伐採国：不明 
エ 樹種：White Wood（オウシュウトウヒ） 
オ 品⽬：製材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：PEFC-CoC の認証書 
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チェックリスト２(オーストリア産製材) 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業のながれ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
 チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価
寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐採されたことを
証明する書類や情報」（２）、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」（１）、
「５．原材料となっている樹⽊の樹種」（３）へ、項⽬を選択できなかった根拠を記⼊し、評価を
するために不⾜している情報を明らかにした。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、伐採国が不明であることを考慮し、違法
伐採リスクが無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断してチェックし
た。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 項⽬２の合法性を担保する書類及び伐採国が記載してある書類はなかったため、欧州域内、域
外を含め、原材料をどこから輸⼊しているか不明であることを加味し判断の根拠を記⼊した。 
 



 
 

31 
 

チェックリスト３（オーストリア産製材） 

(1)実施した⽅法に
チェック 

(2) 収 集 し た 情 報
の内容を記⼊ 

(3)これまでのチェック内容等を踏まえて、
合法性が確認できたか否かを判断して
チェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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3） チェックリスト 3 における作業の流れ 

⼿順 2 の判断を受け、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 実施した追加の情報収集の内容にチェック 
 チェックリスト２の結果を受けて実施した項⽬にチェックした。 
 本事例では、調達先の事業者へ確認し、当該の製材に使⽤された原材料の調達先の情報を⼊⼿
した。加えて、外部の情報源を参照し、原材料調達先に関連した追加情報、周辺情報の⼊⼿も
⾏った。 
 
(2) 実施した追加の情報収集の具体的内容、参照した情報、それらに基づく違法伐採リスクに係

る評価を記⼊ 
 上記(1)で得られた情報に基づき、特定された調達先のホームページから伐採地に関する追加情
報を取集。調達先の所在する地域について外部の情報も参照し、伐採地に関する違法伐採リスク
評価も⾏った。 
 
(3) 総合的なリスク再評価、合法性確認の判断 
 上記(2)で得られた情報に基づき、合法性確認の判断を⾏った。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 

直接の調達先への問い合わせにより、丸太の調達先に対しても合法性確認を⾏っており、伐採
国はオーストリアに限定されることを確認、クリーンウッド・ナビを含めた外部の情報も参照し
た結果、違法伐採リスクは無視できると判断した。 
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仮想事例３添付資料 
 
① Sales confirmation（売買確認書） 
② Invoice（インボイス） 
③ Package specification（パッケージ仕様） 
④ Way Bill（貨物運送状） 
⑤ PEFC-CoC の認証書 
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① Sales confirmation（売買確認書） 
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② Invoice（インボイス） 
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③ Package specification（パッケージ仕様） 
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④ Way Bill（貨物運送状） 
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⑤ PEFC-CoC の認証書 
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仮想事例 4：インドネシア産合板 
⽇本の⽊材商社である G 社は、継続的に取引のあるインドネシアの H 社から輸⼊する合板に

対して、以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ H 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記
載された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うた
め、第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類
についても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑨の書類の提供を受けた。補⾜情報は
得られなかった。 

① Contract（契約書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Certificate of Species（樹種証明書） 
⑤ Report of Testing（試験報告書） 
⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
⑨ V-LEGAL（合法性証明書） 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 調達先、伐採国、樹種、量について、複数の書類で確認でき、互いに齟

齬はなかった。 
 法令に適合して伐採された合法性証明については、インドネシア政府に

より発⾏された書類であると確認できた。【チェックリスト２：１（１）
（２）、２（１）】 

 伐採国であるインドネシアについて、クリーンウッド・ナビの国別情報
や、複数の違法伐採リスク評価サイトの情報から、⽊材合法性検証シス
テム（SVLK）が整備されており、調達した⽊材の違法伐採リスクは低い
と評価した。【チェックリスト２：4（1）（2）】 

 原材料となっている樹⽊の樹種について、明確に確認できたとともに、
すべて禁伐対象樹種ではないことを確認できた。【チェックリスト２：５
（１）（２）（３）】 

 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性
が確認できたと判断した。 

⼿順 3 ⼿順２で合法性が確認できたと判断したため、実施しなかった。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑨の書類をひとつの簿冊として保存した。

このデータは以後の H 社から調達する合板の合法性確認にも活⽤した。 
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販売先へ
の提供 

調達した合板の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨を
納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（インドネシア産合板） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類についてチェック 
 はじめに、書類⑨の V-Legal において、ア〜カまでの情報が確認されたため、項⽬へチェック
した。次に、①〜⑧までの書類に記載されている情報も確認し、イ〜カの項⽬のうち、該当する
書類の種類へとチェックした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑨で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬ア〜カのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記⼊した。本事例の場
合、⑨V-Legal によってチェックリストの項⽬を満たすことができたが、ウの伐採地、エの樹種
名の項⽬など、他の書類においてより詳細な情報が記されている場合があること、及び収集した
書類同⼠の整合を図る意味においても、根拠となる書類を全て記⼊することは有効と判断した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：V-Legal 
イ 輸出者の名称：H 社 
ウ 伐採国：インドネシア 
エ 樹種：メランティ、ファルカタ 
オ 品⽬：合板 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：なし 
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チェックリスト２（インドネシア産合板） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックした根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チェック内容等
を踏まえて、合
法性が確認でき
たか否かを判断
してチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価

寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「⼤」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「中」「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は地域」の（１）の⼤項⽬が選択できな
かった根拠を記⼊し、中項⽬の根拠を明確に記⼊することに努めた。 

「５．原材料となっている樹⽊の種類」については、複数の樹種が組み合わされた製品である
ことを考慮し、それぞれの樹種の詳細を記⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠から総合的に検討し、違法伐採リスクが無視できるレベルであ
ると評価し、合法性確認ができたと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 公的な合法性証明があり、かつ取引書類により情報が多重的にカバーされていることから、違
法伐採リスクが低いと判断した。 
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仮想事例 4 添付資料 
 
① Contract（契約書） 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Certificate of Species（樹種証明書） 
⑤ Report of Testing（試験報告書） 
⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
⑨ V-LEGAL 
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① Contract（契約書） 
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② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Packing List（梱包明細書） 
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④ Certificate of Species（樹種証明書） 
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⑤ Report of Testing（試験報告書） 
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⑥ Bill of Lading（船荷証券） 
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⑦ Certificate of Origin（原産地証明書フォーム AJ） 
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⑧ ISPM 15(国際貿易における⽊材こん包材の規制) 
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⑨ V-LEGAL 
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仮想事例 5：中国産集成材 
⽇本の⽊材商社である I 社は、新規の取引先である中国の J 社から輸⼊する集成材に対して、

以下のとおり合法性の確認等を⾏った。 
 

⼿順１ J 社との契約時に、樹種、伐採国、及び法令に適合して伐採された旨が記載
された書類の提供を依頼した。またこの際、効率的に合法性確認を⾏うため、
第三者機関による認証等を取得している場合は、そのことを証する書類につ
いても、補⾜情報として提供を依頼した。 

その結果、商品が届くまでに、①〜⑤の書類の提供を受けた。補⾜情報と
して、同社の森林認証取得を証明する書類の提供を受けた。 

① 売買契約書 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ 森林認証（PEFC-COC）証書 

⼿順 2 「⼿引き」のチェックリスト１を活⽤し、⼿順１で提供された上記の書類
に、必要な事項が含まれていることを確認した。 

提供された書類や作成したチェックリスト１等を踏まえ、「⼿引き」の
チェックリスト２を活⽤し、調達する⽊材について、以下のとおり違法伐採
リスクの評価を⾏った。 
 JAS 製材であり、全量が Red Wood（オウシュウアカマツ）であること

を確認できたが、伐採国や合法性の根拠を⽰す書類は得られなかった。
【チェックリスト２：１、２、５】 

 調達先は PEFC 認証を取得していた。【チェックリスト２：３（３）】 
 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法

性が確認できなかったと判断した。 
⼿順 3  調達先の事業者から、原材料（製材）の調達先が、ドイツ、スウェーデ

ンの 2 製材事業者であることを記載した書類を取得。【チェックリスト
２：２（１）】 

 2 事業者の HP を確認し、丸太の主な調達先についての情報を参照。 
 また、合法性確保に関する取り組みを公表しており、森林認証などを取

得していることを確認。 
 2 事業者は EU ⽊材規則の対象国に所在していることから、違法伐採⽊

材を原材料としているとは考えにくい。【チェックリスト２：２（１）】 
 これらを踏まえ、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性

が確認できたと判断した。 
記録保存 作成したチェックリストと①〜⑤の書類をひとつの簿冊として保存した。

このデータは以後の J 社から調達する合板の合法性確認にも活⽤した。 
販売先へ
の提供 

調達した集成材の販売時に、合法性の確認を⾏った旨及び確認ができた旨
を納品書に記⼊し、販売先に提供した。 
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チェックリスト１（中国産集成材） 

(1)書類に記載のある項⽬
にチェック 

(3)収集した書類の具体的
名称を記⼊ 

(2)書類に記載されて
いた情報を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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1） チェックリスト１における作業の流れ 

⼿順１で提供された書類を活⽤し、以下の作業を⾏った。 
 
(1) 確認事項についての記載がある書類についてチェック 
 書類①〜⑤までの書類に記載されている情報を確認し、イ、エ、オ、カ、キの項⽬において、
該当する書類の種類へとチェックした。 

なお、「キ．補⾜情報」として、調達先の CoC 認証（PEFC）の取得が確認されたが、取引書
類への認証材の表⽰なかったことから、「ア．合法性の証明」は得られなかったとした。 
 
(2) 書類に記載されていた情報を記⼊ 
 「事項」の列の項⽬イ〜カに、書類①〜⑤で確認された情報を記⼊した。事業者が通常の取引
を管理するためのデータベースを有しており、本チェックリストと管理番号等で連動することが
出来る場合には、記⼊の必要性はないと思われたが、本チェックリスト１の記載事項を参照しな
がら、⼿順 2、⼿順 3 を⾏う可能性を想定し、より効果的な記載事項として記⼊した。 

本事例では、集成材の製造が中国で⾏われたことがわかったが、伐採国⼜は地域の情報なかっ
たことを記⼊した。 
 
(3) 収集した書類の具体的名称を記⼊ 
 項⽬イ、エ、オ、カ、キのチェックに⽤いた書類の名称を、該当する⾃由記載欄に記載した。
本事例の場合、「ア．合法性の証明」と「ウ．伐採国」が取得された書類によりカバーされな
かったが、「キ．補⾜情報」が得られたことを記⼊した。 
 
 上記(1)〜(3)の結果、以下の情報が整理された。 

 

【収集できた書類に記載されていた事項】 
ア 合法性の証明：なし 
イ 輸出者の名称：J 社 
ウ 伐採国：不明 
エ 樹種：Red Wood（オウシュウアカマツ） 
オ 品⽬：集成材 
カ 数量：○○㎥ 
キ 補⾜情報：森林認証（PEFC-CoC）証書 
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チェックリスト２（中国産集成材） 

(1)チェックリスト１を活⽤しつつ、収集した書類を確認し、
該当する項⽬にチェック 

(2)チェックされなかった
根拠を記⼊ 

(3) こ れ ま で の
チ ェ ッ ク 内 容 等
を踏まえて、合法
性 が 確 認 で き た
か 否 か を 判 断 し
てチェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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2） チェックリスト２における作業の流れ 

⼿順１で作成されたチェックリスト１を⽤いて、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 違法伐採リスク確認項⽬にチェック 
チェックリスト１のア〜カの項⽬を⽤いて、該当する違法伐採リスク確認項⽬（「低リスク評価

寄与度」の列）へチェックした。なお、「低リスク評価寄与度」の「中」の項⽬がチェックされて
いる場合でも、「⼩」の項⽬に該当する情報が得られている場合にはチェックを⾏った。 
 
(2) チェックした根拠を記⼊ 
 ⾃由記⼊欄を活⽤し、取得された情報を総合したチェックの根拠を記⼊した。 

また、総論（２）及び「２．原材料となっている樹⽊が我が国⼜は伐採国の法令に適合して伐
採されたことを証明する書類や情報」（２）、「４．原材料となっている樹⽊が伐採された国⼜は
地域」（１）、「５．原材料となっている樹⽊の樹種」（３）へ項⽬を選択できなかった根拠を記
⼊し、評価をするために不⾜している情報を明らかにした。 
 
(3) 総合的なリスク評価、合法性確認の判断 
 上記(1)のチェックと(2)の根拠を総合的に検討し、伐採国が不明であることを考慮し、合法性
が確認できなかったと判断してチェックした。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 
 項⽬２の合法性を担保する書類及び伐採国が記載してある書類はなかったため、欧州、ロシア
など原材料をどこから輸⼊しているか不明であることを加味し、判断の根拠を記⼊した。 
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チェックリスト３（中国産集成材） 

(1) 実 施 し た ⽅ 法
にチェック 

(2) 収 集 し た 情 報
の内容を記⼊ 

(3)これまでのチェック内容等を踏まえて、
合法性が確認できたか否かを判断して
チェック 

(4)判断の根拠を記⼊ 

より効果的な使⽤⽅法 枠あり 基本的な使⽤⽅法 枠なし 
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3） チェックリスト 3 における作業の流れ 

 ⼿順 2 の判断を受け、以下の作業を⾏った。 
 

(1) 実施した追加の情報収集の内容にチェック 
 チェックリスト２の結果を受けて実施した項⽬にチェックした。 
 本事例では、調達先の事業者へ確認し、当該の集成材の製造に使⽤した原材料（製材）の調達
先が記載された書類の提供を依頼した。 
 
(2) 実施した追加の情報収集の具体的内容、参照した情報、それらに基づく違法伐採リスクに係

る評価を記⼊ 
 上記①で得られた情報に基づき、特定された調達先との取引関係に関する追加情報をオンライ
ンベースで取集、また調達先の所在する地域について外部の情報も参照し、確認された内容を記
⼊した。 
 
(3) 総合的なリスク再評価、合法性確認の判断 
 上記で得られた情報に基づき、合法性の判断を⾏った。 
 
(4) 判断の根拠を記⼊ 

調達先への問い合わせにより、川上の事業者を特定。原材料の調達状況と合法性確認の取組を
確認し、外部の情報も参照した結果、違法伐採リスクは無視できると判断した。 
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仮想事例５添付資料 
 
① 売買契約書 
② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
③ Packing List（梱包明細書） 
④ Bill of Lading（船荷証券） 
⑤ 森林認証証書（PEFC） 
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① 売買契約書 
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② Commercial Invoice（コマーシャル・インボイス） 
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③ Packing List（梱包明細書） 
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④ Bill of Lading（船荷証券） 
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⑤ 森林認証証書（PEFC） 
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